


労働組合の結成・加入は、憲法で保障されています。労働組合があれば、働く上でのさまざまな問題に対し、
会社と対等に話し合うこと（団体交渉）ができます。あなたの職場にも労働組合をつくりませんか。

私たちは地方自治体や地域の公共サービスを提供する団体・民間企業に働く者でつくる労働組合です。

全日本自治団体労働組合（自治労）
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正社員じゃないと有給休暇は
とれないんでしょうか？

休日や労働時間があいまいで
分からないのですが？

半年契約なのに、２か月で
辞めてもらいたいと言われました。

退職勧奨（肩たたき）を断ったら、
配転・降格させられました。

働くすべての人に
有給休暇の権利は
認められていま
す。パートやアル
バイトであっても
一定の条件を満た
せば取得できま
す。

事業主には、賃
金・労働時間や休
日などの事項につ
いて書面での交付
が義務付けられて
います。明確に提
示するよう求めま
しょう。

解雇には、やむ
を得ない事由が
必要です。原則
として契約期間
途中の解雇はで
きません。

事業主は、一方
的に労働条件を
変更することは
できません。
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